
建築物石綿含有建材調査者講習テキスト 

＜新旧対照表＞ 4 版 令和 6 年 2 月 15 日 

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字等の軽微な修正は割愛します。 

※参考等の法令改正は引用先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。 
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[用語の統一] 

グリース・トラップ グリーストラップ 

石膏ボード せっこうボード 

下地調整塗材 建築用下地調整塗材 

墜落制止用器具 安全帯 

剥離 はく離 

仕上塗材 建築用仕上塗材 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

目次 

１ 

上から 3

行目 

１．１ 建築物石綿含有建材調査…………… 

………1-1 

（右記下線を追加） 

目次 

１ 

上から 3

行目 

１．１ 建築物石綿含有建材調査者…………… 

………1-1 

1 上から 4

行目 

１．１．１ 建築物石綿含有建材調査の目的

と趣旨…………………… 1-1 

（右記下線を追加） 

1 上から 4

行目 

１．１．１ 建築物石綿含有建材調査者制度

の目的と趣旨……………………  1-1 

1 上から

23 行目 

（１）石綿ばく露のリスク推定モデル………

…………… 1-26 

（下線を削除） 

1 上から

23 行目 

（１）石綿ばく露のリスク…………………… 

1-26 

1 下から 1

行目 

（３）日本における石綿に関するリスク・コ

ミュニケーションにむけた検討… 2-10 

1 下から 1

行目 

（３）日本におけるリスク・コミュニケーシ

ョンガイドライン………………… 2-11 

3 上から

4 行目 

（１）石綿含有耐火被覆板……………3-41 3 上から 3

行目 

（１）石綿含有耐火被覆材（成形板）……… 

……………3-41 

3  （右記下線を追加） 3 下から 5

行目 

３．７．３ 石綿含有の有無の仮判定………

……………3-106 

3 下から 3

行目 

３．７．３ 建築図面がない場合……………

………3-106 

3 下から 4

行目 

３．７．４ 建築図面がない場合……………

………3-106 

3 下から 1

行目 

４．１ 目視調査の流れ…………………4-1 3 下から 2

行目 

４．１ 調査計画…………………………4-1 

4 上から 2

行目 

４．１．２ 目視調査の流れ……………4-3 4 上から 1

行目 

４．１．２ 目視調査計画………………4-3 

4 下から 7

行目 

（２）耐火被覆材………………………4-38 

（右記下線を追加） 

4 下から 9

行目 

（２）耐火被覆材（成形板）………… 4-38 

5 上から 6

行目の次

行 

（右記下線を追加） 5 上から 5

行目 

４．５．３ 維持管理のための調査…………

…………4-63 

5 上から 5

行目 

４．５．３ 石綿の劣化に関する記録………

…………… 4-63 

5 上から 6

行目 

４．５．４ 石綿の劣化に関する記録………

…………… 4-63 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

5 上から 7

行目の次

行 

（右記下線を追加） 5 上から 7

行目 

４．５．５ 維持管理のためのアドバイス…

…………………4-67 

5 上から 6

行目 

４．５．４ 解体・改修時の事前調査の目視

記録の留意点…………………… 4-73 

5 上から 8

行目 

４．５．６ 解体・改修時の事前調査の現地

記録の留意点…………………… 4-73 

6 下から 7

行目 

構成…………………………………… 巻 10-1 

（下線を削除） 

6    

1-1 上から 2

行目 

１．１ 建築物石綿含有建材調査 

（右記下線を追加） 

1-1 上から 2

行目 

１．１ 建築物石綿含有建材調査者 

 

1-1 上から 3

行目 

１．１．１ 建築物石綿含有建材調査の目的

と趣旨 

（右記下線を追加） 

1-1 上から 3

行目 

１．１．１ 建築物石綿含有建材調査者制度

の目的と趣旨 

1-1 上から

14 行目

以降 

 2010（平成 22）年 4 月からは、国内の企業

会計に資産除去債務の考え方が導入され、有

価証券の発行者は、原則として、建築物に石

綿含有建材が存在するか否かについて調査し

た上で資産除去債務を合理的に見積もり、資

産除去債務を負債として計上、これに対応す

る除去費用を有形固定資産に計上する会計処

理を行うこととされた。建築物などに使用さ

れている石綿にばく露することで発生する疾

病を未然に防止するだけでなく、国内企業が

適切な会計処理を行うためにも、建築物にお

ける石綿の使用実態の精確な調査は、ますま

すその重要性を増している。 

（下線を削除） 

1-1 上から

14 行目

以降 

 2010（平成 22）年 4 月からは、国内の企業

会計に資産除去債務の考え方が導入され、原

則として、建築物に石綿含有建材が存在する

か否かについて調査した上で、これに対応す

る除去費用を有形固定資産に計上する会計処

理を行うこととされた。建築物などに使用さ

れている石綿にばく露することで発生する疾

病を未然に防止するだけでなく、適切な会計

処理を行うためにも、建築物における石綿の

使用実態の精確な調査は、ますますその重要

性を増している。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

1-1 上から

19 行目

の次行 

（右記下線を追加） 1-1 上から

19 行目 

2013（平成 25）年に、国土交通省は総務省

勧告による民間建築物の石綿含有建材の調査

の促進のための調査方法の検討指示を受け、

社会資本整備審議会アスベスト対策部会での

検討と試行を経て、建築物石綿含有建材調査

者制度を設け、育成を開始した。 

2018（平成 30）年に、石綿障害予防規則と

大気汚染防止法に関する改修・解体工事前の

事前調査に求められる知識や技能も建築物石

綿含有建材調査者（以下「調査者」）として共

通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用

されている建築物の解体工事の増加が見込ま

れる状況を踏まえ、現行の講習制度に関する

告示を廃止し、新たに３省共管（厚生労働省、

環境省、国土交通省）の講習制度に関する告

示を制定した。 

1-4 表 1.1 

調査目的

別の主な

内容 

（赤枠を右記に修正） 1-4 表 1.1 

調査目的

別の主な

内容 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

1-7 下から

10 行目

の次行 

（右記を追加） 1-7 下から５

行目以降 

 2023（令和５）年 10 月に、石綿障害予防

規則と大気汚染防止法の一部改正により、事

前調査のうち、建築物に係るものについては、

必要な知識を有する者として建築物石綿含有

建材調査者（特定、一般、一戸建て）または

これらの者と同等以上の能力を有すると認め

られる者（一般社団法人日本アスベスト調査

診断協会に登録され、事前調査を行う時点に

おいても引き続き同協会に登録されている

者）が行うことが義務化された。 

     

 

 

1-8 上から

17 行目

以降 

事前調査及び分析調査を行ったときは、調

査事項（調査部分、調査方法、材料毎の石綿

等の使用の有無など）の記録を作成し、写し

を作業場に備え付けるとともに、調査を終了

した日から３年間保存しなければならない。 

1-8 下から

12 行目

以降 

事前調査及び分析調査を行ったときは、調

査事項（調査部分、調査方法、材料毎の石綿

等の使用の有無など）の記録を作成し、写し

を作業場に備え付けるとともに、解体等に係

る全ての事前調査を終了した日又は、分析調

査を終了した日のいずれかの遅い日から３年

間保存しなければならない。 

1-8 下から

19 行目 

＜ 解体・改修工事に係る事前調査結果等の届

出制度の改正ポイント ＞ 

1-8 下から 8

行目 

＜ 解体・改修工事に係る事前調査結果等の報

告制度の改正ポイント ＞ 

1-9 上から 2

行目 

● 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分

析マニュアル（厚生労働省） 

（右記下線を追加） 

1-9 上から

13 行目 

● 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分

析マニュアル［第２版］（令和４年３月）（厚

生労働省） 

1-10 上から 1

行目 

角閃石族石綿には５種類ある。そのうち、

大量に使用された石綿は… 

1-10 上から 1

行目 

角閃石族石綿には５種類ある。そのうち、

多く使用された石綿は… 

1-12 下から 8

行目以降 

石綿はいろいろな用途に合わせ、さまざま

な建材に使用されてきた。石綿含有建材は解

体時における飛散性の高低から現行の法規制

などとの整合性も高い「レベル１～３」の建

材として便宜的に分類され、一般にこの分類

が汎用されている（表 1.4 参照）。 

（右記下線を追加） 

1-12 下から 6

行目以降 

石綿はいろいろな用途に合わせ、さまざま

な建材に使用されてきた。石綿含有建材は解

体時における飛散性の高低から現行の法規制

などとの整合性も高い「レベル１～３、石綿

含有仕上塗材」の建材として便宜的に分類さ

れ、一般にこの分類が汎用されている（表 1.4

参照）。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

1-12 下から 1

行目以降 

（右記下線を追加） 1-13 上から 3

行目 

2020（令和２）年の大防法、石綿則の一部

改正に伴い、主に外装・内装に使用された。

石綿含有仕上塗材は、レベル１～３の別枠と

して扱われる。 

1-15 上から 3

行目及び

表 1.5 

…と呼んでいる（表 1.5 参照）。 

（下線及び表を削除） 

1-15 上から 3

行目 

…と呼んでいる。 

 

 

1-15 下から３

行目以降 

他方、肺がん、良性石綿胸水（胸膜炎）、び

まん性胸膜肥厚、その亜型である円形無気肺

は、石綿ばく露以外の原因によっても生じる

ので、石綿に非特異的な疾患である。石綿肺

は石綿ばく露によってのみ生じるじん肺の一

種である（図 1.5 参照）。 

（下線を削除、右記下線を追加） 

1-15 下から３

行目以降 

 他方、肺がん、びまん性胸膜肥厚、その亜

型である円形無気肺は、石綿ばく露以外の原

因によっても生じるので、石綿に非特異的な

疾患である。良性石綿胸水（胸膜炎）自体は、

石綿以外の原因が多い。石綿肺は石綿ばく露

によってのみ生じるじん肺の一種である（図

1.5 参照）。 

1-16 上から 2

行目以降 

石綿肺は石綿粉じんを大量に吸入すること

によって起こる肺のびまん性間質性肺線維症

（肺が弾力性を失い硬くなる）である。 

1-16 上から 2

行目以降 

石綿肺は石綿粉じんを大量に吸入すること

によって起こる肺の線維化（肺が弾力性を失

い硬くなる）である。 

1-17 上から 4

行目以降 

石綿ばく露との因果関係は非常に強い。石

綿ばく露から中皮腫発症までの潜伏期間は

30～50 年、平均 40 年弱で、石綿肺がんの場

合よりもやや長い。 

（右記下線を追加） 

1-17 上から 4

行目以降 

石綿ばく露との因果関係は非常に強い。中

皮腫発生の８割程度は、石綿に起因するとい

われている。石綿の種類によっても発生率に

差があることも知られている。石綿ばく露か

ら中皮腫発症までの潜伏期間は 30～50 年、

平均 40 年弱で、石綿肺がんの場合よりもや

や長い。 

1-20 上から 4

行目 

石綿繊維の直径は、髪の毛の 5000 分の１

程度であり、… 

（右記下線を追加） 

1-20 上から 4

行目 

石綿繊維（単繊維）の直径は、髪の毛の 5000

分の１程度であり、… 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

1-24 上から 3

行目の次

行 

（右記下線を追加） 1-24 上から 4

行目 

中皮腫の死亡者数は、人口動態統計による

と、集計を開始した 1995（平成７）年に 500

人、2006（平成 18）年に 1,050 人と初めて

1,000 人を超え、2015（平成 27）年 1,504 人

と 1,500 人を超え、2020（令和２）年には

1,600 人を超えるなど統計開始以来、中長期

的に増加傾向で推移している。 

1-26 上から 2

行目 

（１）石綿ばく露のリスク推定モデル 

（下線を削除） 

1-26 上から 2

行目 

（１）石綿ばく露のリスク 

1-26 上から 3

行目以降 

気中に拡散した石綿繊維にばく露し、吸引

により体内に取り込まれることで、肺がん、

中皮腫など重篤な疾病に至ることがわかって

いる。特に、重篤な肺がん及び中皮腫につい

て、石綿のばく露量、ばく露開始年齢等によ

る発症リスク（死亡率）推定モデルとして下

記がある。 

（下線を削除） 

1-26 上から 3

行目以降 

気中に拡散した石綿繊維にばく露し、吸引

により体内に取り込まれることで、肺がん、

中皮腫など重篤な疾病に至ることがわかって

いる。特に、重篤な肺がん及び中皮腫につい

て、石綿のばく露量、ばく露開始年齢等によ

る発症リスク（死亡率）がある。 

1-26 上から 6

行目以降

25 行目

まで 

（削除） 1-26 上から 5

行目の次

行 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

1-26  （右記下線を追加） 1-26 下から 8

行目 

肉眼で異常ないように見えても石綿が高濃

度であれば将来の健康を考え注意する必要が

ある。石綿のリスクを知るためには、各種環

境の石綿濃度、石綿の周囲への飛散濃度、再

飛散濃度など様々な石綿濃度に関する理解が

欠かせない。 

1-26 下から 3

行目 

このモデルからリスクを推定するために

は、… 

（下線を削除） 

1-26 下から 5

行目 

このリスクを推定するためには、… 

1-27  （右記下線を追加） 1-27 下から 1

行目 

（Ａ：優先度が高い→Ｂ→Ｃ） 

2-1 上から 3

行目以降 

建築物等の石綿の使用実態の調査は、安衛

法及び石綿則に基づく調査の他にも、大防法

や建築基準法等の関係法令に基づく調査義務

の発生時や、通常の建築物利用時における石

綿含有建材使用実態調査を行う際に必要にな

る。 

2-1 上から 3

行目以降 

石綿に関する法規制は、石綿製造工場等に

おける労働者の健康障害予防のために、1960

（昭和 35）年に制定された「じん肺法」から

始まり、国内外における労働者の石綿関連疾

患の発症、労働者に限らない発症事例などに

より、必要に応じて複数の法規によって石綿

関係法令が制定された。 

建築物石綿含有建材調査は、下記法律に位

置づけられており、これら関係法令に基づく

調査義務の発生時や通常の建築物利用時にお

ける石綿含有建材使用実態調査を行う際に調

査が必要となる。 

・労働安全衛生法、石綿障害予防規則の「事

前調査及び分析調査」（石綿障害予防規

則第３条） 

・大気汚染防止法の「解体工事に係る調査

及び説明等」（第 18 条の 15） 

・建築基準法の「報告、検査等」（第 12 条） 

2-2 上から 4

行目以降 

ただし、解体等工事が平成 18 年９月１日

以降に工事着手した建築物の解体、改修等の

建設工事に該当する場合は、特定建築材料の

有無の目視による調査は不要とする。 

（下線を削除、右記下線を追加） 

2-2 上から 4

行目以降 

ただし、平成 18 年９月１日以降に工事着

手した新築工事で建築物の解体、改修等の建

設工事に該当する場合は、特定建築材料の有

無の目視による調査は不要とする。 

2-2 上から 8

行目以降 

…ればならない。事前調査に関する記録は、

解体等の作業に係る全ての事前調査を終了し

た日又は分析調査を終了した日のうちいずれ

かの遅い日から３年間保存する。 

2-2 上から 8

行目以降 

…ればならない。大防法では、事前調査に関

する記録は、元請業者等から発注者への説明

の書面とともに解体工事終了後から３年間保

存する。 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

2-3 下から

10 行目 

…それらに該当しない部分の調査も必要にな

る場合がある。 

（右記下線を追加） 

2-3 下から

10 行目 

…それらに該当しない部分の石綿の劣化状況

調査も必要になる場合がある。 

2-4 表 2.2 

建設リサ

イクル法

の対象建

設工事 

（赤枠を右記に修正） 2-4 表 2.2 

建設リサ

イクル法

の対象建

設工事 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

2-6 上から 3

行目以降 

国土交通省では、民間建築物の石綿対策の

ため、社会資本整備総合交付金による支援制

度の創設等を通して、地方公共団体における

台帳の整備や建築物の通常の利用時における

吹付け石綿等の調査を推進し、石綿の使用実

態の把握を進めている。 

建築物の通常の利用時の調査は、対象とな

る建築物が膨大となることから優先順位をつ

けて調査を実施する必要がある。国土交通省

の調査によれば、通常の建築物の利用時に調

査対象となる建築物の建築時期、規模、構造

別の全体像は、図 2.3 のとおり推計されてい

る。 

2-6 上から 3

行目以降 

国土交通省では、2005（平成 17）年より社

会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策

部会が設置され、社会資本整備総合交付金に

よる支援制度の創設等を通して、地方公共団

体におけるアスベスト台帳の整備や建築物の

維持管理のための吹付け石綿等の調査を推進

し、石綿の使用実態の把握を進めている。 

建築物の維持管理のための調査は、対象と

なる建築物が膨大となることから優先順位を

つけて調査を実施する必要がある。国土交通

省の調査によれば、維持管理のための調査対

象となる建築物の建築時期、規模、構造別の

全体像は、2009（平成 21）年時点で図 2.4 の

とおり推計され、優先的な調査対象は、吹付

け石綿等が使用されている可能性が高い、鉄

骨造（Ｓ造）や鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

の建築物およそ 280 万棟とすると考えられ

た。国土交通省の調査等によると、これまで

に昭和 31 年から平成元年に施工された延床

面積 1,000 ㎡以上の民間建築物については、

吹付け石綿の除去等の措置を実施済みの建築

物の割合は令和４年３月時点で約 95％に上

っており、今後は延床面積 1,000 ㎡未満の小

規模建築物に係る吹付け石綿等の使用状況調

査等の対策に取り組むことが重要とされてい

る。また、公表時点から 10 年以上経過してい

るため、現在の正確な実数は変動しているが、

いまだに多くの建築物に吹付け石綿等が使用

されていることが想像される。 

その中でも、吹付け石綿などに対する規制

などの経緯や、飛散した場合の健康被害への

影響の大きさなどに着目し、建築時期の古い

建築物、未成年が長く滞在する建築物、災害

時の緊急利用が求められる建築物を優先的な

調査対象とすることが考えられる。 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

2-7 図 2.3 の

上 

（右図を追加） 2-7 図 2.3 

RC・Ｓ

造におけ

る石綿含

有建築材

料の種類

と施工部

位 

 

 

 

2-7 図 2.3 

石綿含有

建材調査

対象とな

る建築物

の全体像 

図 2.3 石綿含有建材調査対象となる建築物

の全体像 

2-8 図 2.4 

石綿含有

建材調査

対象とな

る建築物

の全体像 

図 2.4 石綿含有建材調査対象となる建築物

の全体像 

2-7 上から 1

行目 

図 2.3 から、一戸建て住宅や木造住宅（約

3,300 万棟）については、 

2-8 上から 1

行目 

図 2.4 から、一戸建て住宅や木造住宅（約

3,300 万棟）については、 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

2-8 表 2.3 

建築物の

石綿含有

建材調査

と健康リ

スクやコ

ストとの

関連 

（赤枠を右記に修正） 2-9 表 2.3 

建築物の

石綿含有

建材調査

と健康リ

スクやコ

ストとの

関連 

 

 
 

2-9 下から 2

行目 

…手法を提示している。図 2.4 にリスク管理

の６つのプロセスを示す。 

2-10 下から 2

行目 

…手法を提示している。図 2.5 にリスク管理

の６つのプロセスを示す。 

2-10 図 2.4 

リスク管

理の６つ

のプロセ

ス 

図 2.4 リスク管理の６つのプロセス 2-11 図 2.5 

リスク管

理の６つ

のプロセ

ス 

図 2.5 リスク管理の６つのプロセス 

2-10 下から 6

行目 

（３）日本における石綿に関するリスク・コ

ミュニケーションにむけた検討 

2-11 下から 7

行目 

（３）日本におけるリスク・コミュニケーシ

ョンガイドライン 

2-10 下から 3

行目 

…リスク・コミュニケーションガイドライン」

注 1）が 2017（平成 29）年に公表されている。 

（右記下線を追加） 

2-11 下から 4

行目 

…リスクコミュニケーションガイドライン」

注 1）が 2017（平成 29）年に公表、2022（令和

４）年に改訂されている。 

2-13 上から 8

行目 

事前調査の流れは図 2.5～図 2.6 に示す。 2-14 上から 8

行目 

事前調査の流れは図 2.6～図 2.7 に示す。 

2-13 図 2.5 

事前調査

の流れ① 

図 2.5 事前調査の流れ① 2-14 図 2.6 

事前調査

の流れ① 

図 2.6 事前調査の流れ① 

2-14 図 2.6 

事前調査

の流れ② 

図 2.6 事前調査の流れ② 2-15 図 2.7 

事前調査

の流れ② 

図 2.7 事前調査の流れ② 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

3-3 表 3.3 

耐火建築

物などと

しなけれ

ばならな

い防火地

域又は準

防火地域

の建築物 

（赤枠を右記に修正） 3-3 表 3.3 

耐火建築

物などと

しなけれ

ばならな

い防火地

域又は準

防火地域

の建築物 

 

  

3-16 図 3.15 

ＡＬＣ壁

とスラブ

下の隙間

塞ぎ 

（赤枠を右記に修正） 3-16 図 3.15 

ＡＬＣ壁

とスラブ

下の隙間

塞ぎ 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

3-16 図 3.16 

ＡＬＣ壁

と梁下の

隙間塞ぎ 

 3-16 図 3.16 

ＡＬＣ壁

と梁下の

隙間塞ぎ 

 

  

3-41 下から 4

行目 

（１）石綿含有耐火被覆材 

（右記下線を追加） 

3-41 下から 4

行目 

（１）石綿含有耐火被覆材（成形板） 

3-41 下から 3

行目 

石綿を含有している耐火被覆材には耐火被

覆板とけい酸カルシウム板第２種の２種類が

ある。 

（右記下線を追加） 

3-41 下から 3

行目 

石綿を含有している耐火被覆材には耐火被

覆板とけい酸カルシウム板第２種などがあ

る。 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

3-46 表 3.19 

レベル２

の商品名 

（赤枠を右記に修正） 3-46 表 3.19 

レベル２

の商品名 

 

  

3-61 下から 1

行目以降 

ユニットバス等の製品の下地等に石綿含有

スレートボードが使用されていることがあ

る。 

（右記下線を追加） 

3-61 下から 2

行目以降 

ユニットバス等の製品の下地等に石綿含有ス

レートボードや石綿含有けい酸カルシウム板

第１種が使用されていることがある。 

3-69 下から 3

行目以降 

・石綿及びセメントを主原料として製造され

る管であり、継手もある。 

（右記下線を追加） 

3-69 下から 3

行目以降 

・石綿及びセメントを主原料として製造され

る管であり、継手もある。主として昭和 20

年代後半から使用されていたが、強度が低

いことを主理由に 1968（昭和 43）年以降

より新たな使用を中止している。 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

3-69 下から 2

行目 

○ 主な施工部位、使われ方など 

・主に上下水道管に使用された。 

（下線を削除） 

3-69   

3-70 上から

10 行目 

・ビル外壁の耐火目地材に使用される。 

（右記下線を追加） 

3-70 上から

10 行目 

・ビル外壁の耐火目地材の接着に使用され

る。 

3-74 下から 1

行目 

石綿含有仕上塗材・下地調整塗材（例）を

表 3.22 に示す。 

（下線を削除） 

3-74 下から 1

行目 

石綿含有仕上塗材（例）を表 3.22 に示す。 

3-74 表 3.22 

石綿含有

仕上塗

材・下地

調整塗材

（例） 

表 3.22 石綿含有仕上塗材・下地調整塗材

（例） 

（下線を削除） 

3-74 表 3.22 

石綿含有

仕上塗材

（例） 

表 3.22 石綿含有仕上塗材（例） 

3-106 上から 8

行目の次

行 

（右記下線を追加） 3-106 上から 9

行目 

３．７．３ 石綿含有の有無の仮判定 

個々の建材の石綿含有の有無の判断には、

ⅰ建材の特定（商品名等）と、…を行う。 

（ア）… 

（イ）… 

（ウ）… 

…個別の問い合わせに回答しているこ

とがある。 

3-106 上から 9

行目 

３．７．３ 建築図面がない場合 3-106 下から

12 行目 

３．７．４ 建築図面がない場合 

4-1 上から 2

行目 

４．１ 目視調査の流れ 4-1 上から 2

行目 

４．１ 調査計画 

4-2 表 4.1 

目視調査

総括票 

表 4.1 目視調査総括票 

（右記下線を追加） 

4-2 表 4.1 

目視調査

総括票

（例） 

表 4.1 目視調査総括票（例） 

4-3 上から 1

行目 

４．１．２ 目視調査の流れ 4-3 上から 1

行目 

４．１．２ 目視調査計画 

4-6 写真 4.5 

調査時の

装備の例 

Ｊ ○懐中電灯、工具類 

（下線を削除） 

4-6 写真 4.5 

調査時の

装備の例 

 

4-14 上から

11 行目 

・呼吸用保護具は、点検し、シールチェック

（フィットチェック）を行い正しく使用す

る。 

（下線を削除） 

4-14 上から

11 行目 

・呼吸用保護具は、点検し、シールチェック

を行い正しく使用する。 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

4-17 写真 4.9 

裏面表示

の例 

（赤枠を右記に修正） 4-17 写真 4.9 

裏面表示

の例 

 

  

4-18 下から 2

行目 

なお、不燃番号が制度改正以降のＮＭやＱＭ

といった新番号の表記は平成 14 年５月以降

の製品なので、せっこうボードについては石

綿無含有と判断できる。 

（下線を削除） 

4-18   

4-20 写真

4.14 カ

ーペット

下の確認 

絨毯等の施工は、接着剤が使われていないの

で剥がすことができる。改修工事にてＰタイ

ルの上などに施工されていないか確認する。 

（右記下線を追加） 

4-20 写真

4.14 カ

ーペット

下の確認 

絨毯等の施工は、接着剤が使われていないの

で剥がすことができる場合が多い。改修工事

にてＰタイルの上などに施工されていないか

確認する。 

（この場合は、絨毯用接着剤を使用している

ことが多いので確認が必要となる。） 

4-21 上から 6

行目 

無石綿マーク 150531（ロット番号？） 4-21 上から 6

行目 

無石綿スタンプ 

4-29 上から 3

行目、7

行目 

施工範囲が 3,000m2 4-29 上から 3

行目、7

行目 

床面積が 3,000m2 

4-38 上から 7

行目 

（２）耐火被覆材 

（右記下線を追加） 

4-38 上から 7

行目 

（２）耐火被覆材（成形板） 

4-38 上から 8

行目 

耐火被覆材には、耐火被覆板又はけい酸カ

ルシウム板第２種、耐火塗り材がある。 

4-38 上から 8

行目 

耐火被覆材には、耐火被覆板又はけい酸カ

ルシウム板第２種などがある。 

4-54 上から 4

行目 

（2023 年 10 月 1 日施行予定）。 

（下線を削除） 

4-54 上から 4

行目 

（2023 年 10 月 1 日施行）。 

4-63 上から 1

行目の前

行 

（右記下線を追加） 4-63 上から 1

行目 

４．５．３ 維持管理のための調査 

 吹付け石綿等のある建築物での維持管理の

調査では、劣化度の判定とそれにもとづく維

持管理のためのアドバイスを報告書に記載す

る必要がある。 
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（旧版） 3版6刷（令和5年 12月8日） No.135600 （新版）  4 版（令和 6 年 2 月 15 日） No.135601 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

4-63 上から 1

行目 

４．５．３ 石綿の劣化に関する記録 4-63 上から 4

行目 

４．５．４ 石綿の劣化に関する記録 

4-67 上から

16 行目

の次行 

（右記下線を追加） 4-67 上から

17 行目 

４．５．５ 維持管理のためのアドバイス 

維持管理のためのアドバイスは、…付着力

の判定がされていないので吹付け石綿の脱落

は明日起こるかもしれない。 

4-73 上から 1

行目 

４．５．４ 解体・改修時の事前調査の現地

記録の留意点 

4-73 上から 1

行目 

４．５．６ 解体・改修時の事前調査の現地

記録の留意点 

4-74 下から 8

行目以降 

…厚生労働省の『石綿則に基づく事前調査の

アスベスト分析マニュアル』 （1.20 版）（第

３章から第７章）（以下、「分析マニュアル」

という。）により実施する。 

4-74 下から 8

行目以降 

…厚生労働省の『石綿則に基づく事前調査の

アスベスト分析マニュアル』 【第２版】（令

和４年３月）（第３章から第７章）（以下、「分

析マニュアル」という。）により実施する。 

4-76 表 4.11 

アスベス

ト分析マ

ニュアル

と JIS 

1481 規

格群で示

す方法の

対応関係 

（右記に修正） 4-76 表 4.11 

アスベス

ト分析マ

ニュアル

と JIS 

1481 規

格群で示

す方法の

対応関係 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

5-3 表 5.1 

目視調査

総括票

（ 建築

物石綿含

有建材調

査 ） 

（赤枠を右記に修正） 5-3 表 5.1 

目視調査

総括票

（ 建築

物石綿含

有建材調

査 ） 

 

  

5-4 表 5.2 

目視調査

総括票

（一戸建

て等石綿

含有建材

調査） 

（赤枠を右記に修正） 5-4 表 5.2 

目視調査

総括票

（一戸建

て等石綿

含有建材

調査） 

 

  

5-14 下から 2

行目の前

行 

（右図を追加） 5-14 石綿事前

調査結果

報告シス

テム 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

5-41 上から 5

行目 

調査報告書には、調査者の資格、登録番号、

連絡先などを１ページにまとめた「業務経歴

書」を巻末に付しておくことを推奨する。 

（右記下線を追加） 

5-41 上から 5

行目 

調査報告書には、調査者の資格名、登録番

号、連絡先などを１ページにまとめた「業務

経歴書」を巻末に付しておくことを推奨する。 

5-41 下から 9

行目 

加えて、石綿則では、事前調査の結果の概

要を 40 年間保存しなければならない。 

（右記下線を追加） 

5-41 下から 9

行目 

加えて、石綿則第 35 条では、事前調査の結

果の概要を事業者は、40 年間保存しなければ

ならない。 

巻末

資料

1-30 

参考資料 （赤枠を右記に修正） 巻末

資料

1-30 

参考資料  

  

巻末

資料

5-6 

～ 

巻末

資料

5-17 

 ○石綿障害予防規則（平成 17 年２月 24 日厚

生労働省令第 21 号） 

（条文を右記に修正） 

巻末

資料

5-6 

～ 

巻末

資料

5-17 

 ○石綿障害予防規則（最終改正：令和５年８

月 29 日厚生労働省令第 105 号） 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

巻末

資料

5-14 

○労働安

全衛生法

施行令

（昭和

47 年８

月 19 日

政令第

318 号） 

７ 別表第３第１号若しくは第２号に掲げる

特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う

屋内作業場（同号３の３、11 の２、13 の

２、15、15 の２、18 の２から 18 の４ま

で、19 の２から 19 の４まで、22 の２から

22 の５まで、23 の２、33 の２若しくは 34

の３に掲げる物又は同号 37 に掲げる物で

同号３の３、11 の２、13 の２、15、15 の

２、18 の２から 18 の４まで、19 の２から

19 の４まで、22 の２から 22 の５まで、23

の２、33 の２若しくは 34 の２に係るもの

を製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省

令で定めるものを行うものを除く。）、石綿

等を取り扱い、若しくは… 

（右記に修正） 

巻末

資料

5-15 

○労働安

全衛生法

施行令

（昭和

47 年８

月 19 日

政令第

318 号） 

７ 別表第３第１号若しくは第２号に掲げる

特定化学物質（同号 34 の２に掲げる物及

び同号 37 に掲げる物で同号 34 の２に係る

ものを除く。）を製造し、若しくは取り扱う

屋内作業場（同号３の３、11 の２、13 の

２、15、15 の２、18 の２から 18 の４ま

で、19 の２から 19 の４まで、22 の２から

22 の５まで、23 の２、33 の２若しくは 34

の３に掲げる物又は同号 37 に掲げる物で

同号３の３、11 の２、13 の２、15、15 の

２、18 の２から 18 の４まで、19 の２から

19 の４まで、22 の２から 22 の５まで、23

の２、33 の２若しくは 34 の３に係るもの

を製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省

令で定めるものを行うものを除く。）、石綿

等を取り扱い、若しくは… 

巻末

資料

5-16 

○大気汚

染防止法

施行令

（昭和

43 年 11

月 30 日

政令第

329 号） 

第３条の３ 法第２条第 11 項の政令で定め

る建築材料は、次に掲げる建築材料とする。 

１ 吹付け石綿 

２ 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐

火被覆材（前号に掲げるものを除く。） 

（右記に修正） 

巻末

資料

5-18 

○大気汚

染防止法

施行令

（昭和

43 年 11

月 30 日

政令第

329 号） 

第３条の３ 法第２条第 11 項の政令で定め

る建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を

含有する建築材料とする。 

巻末

資料

5-16 

○大気汚

染防止法

施行令

（昭和

43 年 11

月 30 日

政令第

329 号） 

○大気汚染防止法施行令（昭和 43 年 11 月 30

日政令第 329 号） 

（条文を右記に修正） 

巻末

資料

5-18 

○大気汚

染防止法

施行令

（令和３

年政令第

275 号） 

○大気汚染防止法施行令（令和３年政令第

275 号） 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

巻末

資料

5-17 

～ 

巻末

資料

5-19 

○大気汚

染防止法

施行規則

（昭和

46 年６

月 22 日

厚生省・

通商産業

省令第１

号） 

○大気汚染防止法施行規則（昭和 46 年６月

22 日厚生省・通商産業省令第１号） 

（条文を右記に修正） 

巻末

資料

5-18 

～ 

巻末

資料

5-22 

○大気汚

染防止法

施行規則

（令和５

年環境省

令第 10

号） 

○大気汚染防止法施行規則（令和５年環境省

令第 10 号） 

巻末

資料

7-8 

表１．建

材一覧表 

（赤枠を右記に修正） 巻末

資料

7-8 

表１．建

材一覧表 
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建築物石綿含有建材調査者講習テキスト 

4 版（令和 6 年 2 月 15 日）正誤表  

頁 箇所 誤 正 

5-13 上から

26 行目 

(石綿則第３条第５項)。 (石綿則第３条第７項)。 

5-14 上から 1

行目 

(石綿則第３条第７項) (石綿則第３条第８項) 

 

№135601 


